
64 持続的生産強化対策事業のうち
飛躍的な生産性向上に向けた生産・流通・販売方式の変革推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．産地の取組体制の構築
生産者、スマート技術を有する民間事業者や実需者等の関係者が連携するため、
コーディネーターを明確化した上で、取組体制の構築を支援します。

２．産地における現状・課題の調査、導入技術の検討・実証
コーディネーターが関係者を主導して行う、産地の現状・課題の調査、スマート技
術等の導入検討や栽培実証を支援します。

３．生産・流通・販売方式の変革に向けた計画の策定
産地の生産者等が行う生産・流通・販売方式の変革に向けて、関係者間での取

組計画の策定等を支援します。

【令和６年度予算概算要求額 45（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
人口減少下においても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制の確立に向けて、生産者、スマート技術を有する民間事業者や実需者等の関係

者が一体でスマート技術等に対応する生産・流通・販売方式の変革に取り組むため、産地での計画づくりに向けた検討やコーディネート活動を支援します。

＜事業目標＞
生産・流通・販売方式の変革を通じた産地の生産性向上

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-3593-6497）

＜事業の流れ＞

国 都道府県、市町村、民間事業者、
農業協同組合連合会、農業協同組合

定額、
１/２以内

産地における生産・流通・販売方式の変革の取組の推進

都道府県・市町村

コーディネーター

実需者

コーディネーターが関係者の連携を推進し、産地の計画づくりを支援

流通業者

サービス事業体

生産者

検討会の実施・需要調査 栽培実証 スマート技術の試験導入
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